








 

蟹江町議会議員に１名の欠員が生じたため、蟹江町

議会議員補欠選挙を蟹江町長選挙と同日に執行す

ることが決定されたのでお知らせします。 

投 票 日 

令和７年３月23 日（日） 

 

投票できるかた 

 投票日（３月２３日）現在、満１８歳以上（平成１９年３月２４日までに生まれたかた）で、令

和６年１２月１７日までに蟹江町に住民登録をし、引き続き３か月以上町内に住み、蟹江町

の選挙人名簿に登録されているかた 

また、３月４日以降に町内で転居の届出をされたかたは、転居前の住所の投票所で投票

してください。 

なお、令和６年１２月１８日以降に他の市町村から蟹江町に転入届を出されたかた及び

投票する時点において転出届を出されたかたは、今回は投票できません。 

 

当日に投票ができないかたは、期日前投票・不在者投票をご利用ください 

期日前投票・不在者投票期間 

 ３月１９日（水）～３月２２日（土）    ＜午前８時３０分～午後８時＞ 

期日前投票所・不在者投票記載場所 ： 蟹江町役場 ２階 

投票所入場整理券が無くても投票できます。 

 

 

詳しくは、広報かにえ選挙特集号をご覧ください。    

選挙公報について 

候補者の氏名、年齢、政見、写真などを掲載した選挙公報を発行し、３月１９日から２２日

までの間に戸別配布の方法により各戸にお届けします。 

蟹江町公式ホームページへの掲載は、３月１９日（水）を予定しています。 

【町ホームページ】 

 

蟹江町議会議員補欠選挙のお知らせ 

＜午前７時～午後８時＞ 
 

【お問い合わせ】 

蟹江町選挙管理委員会事務局 電話０５６７－９５－１１１１（内線２２５） 


